
 

「大山町障がい者プラン」（素案）に対する意見募集の結果について 

 

 

１ 意見募集期間  

令和６年２月１日（木）から令和６年２月２９日（木）  

 

２ 資料の閲覧場所 

   福祉介護課（保健福祉センターなわ内）、役場本庁舎、各支所総合窓口室 
 

３ 意見募集結果 

（１）意見提出者数 １人 

（２）意見件数   １件 

（３）意見の内容 

 

 

 

 

 

 

４ 意見の概要及び意見に対する町の考え方 

別紙のとおり（意見全文も添付しています） 

   

 

意見の内容 件数 

大山町障がい者プラン １件 

その他 ０件 



意見の概要及び意見に対する町の考え方 

No 意見の概要 町の考え方 

１ （αの部分） 

当事者側の立場を経験しないかぎり深く理

解できない。 

大山町内障害福祉サービス事業者、これらの

創られた背景、創業者の思いなどを知る人も

少ない。 

稀に障碍者に身近に接し慣れ親しむことで

考え方が変わることもある。 

 

（βの部分） 

採用は有能な人間であるべきが一般的 

上記とは逆  

町内での事例 ある企業への就活、作業所で

の評価は良いと説明  

しかし 反応は薄い、「仕事中に消えたりし

ませんか？」 一般の人と同様に適性検査を

行います」 

→「適性検査で足りませんでした」 

そこで「どの程度足りませんでしたか」 

と聞くと → 笑いながら「企業秘密です」 

このような企業もあれば他の企業では一定

の期間、実際の現場作業の観察で判断、これ

はまだ適切な対応と思われる。事例は他にも

挙げることは出来るが、まず今の水準、雰囲

気を伝えたい。  

 

（α）（β）以外の部分 

別紙のとおり 

（αの部分） 

ご意見を参考にし、「福祉教育の推進」「障害福

祉サービス事業所との連携強化」について推進

に努めます。                

 

 

 

 

 

（βの部分） 

ご意見を参考にし、「障がい者雇用の促進」に

ついて推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（α）（β）以外の部分 

今後の計画推進の参考にいたします 

 


